
犯
罪
防
止
の
た
め
の
治
安
対
策
の
強
化
を
求
め
る
意
見
書 

 

我
が
国
の
犯
罪
情
勢
は
、
厳
し
さ
を
増
し
て
い
ま
す
。
平
成
十
三
年
の
全
国
刑
法
犯
認
知
件
数
は
、
二
百
七
十
三
万
五
千
六
百
十
二
件
と
戦
後
最

高
を
記
録
し
、
過
去
十
年
間
で
約
百
万
件
の
増
加
と
な
っ
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
刑
法
犯
の
九
割
近
く
を
占
め
る
窃
盗
犯
の
増
加
が
著
し
く
、
過
去

十
年
間
で
路
上
強
盗
と
ひ
っ
た
く
り
の
件
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
・
五
倍
、
三
・
六
倍
に
増
加
す
る
な
ど
、
路
上
犯
罪
の
大
幅
な
増
加
が
目
立
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
来
日
外
国
人
に
よ
る
凶
悪
犯
や
組
織
窃
盗
事
件
が
増
加
し
、
来
日
外
国
人
犯
罪
の
全
国
へ
の
拡
散
化
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。
少
年
非

行
に
お
い
て
は
、
凶
悪
化
、
粗
暴
化
が
進
み
、
ひ
っ
た
く
り
の
総
検
挙
数
に
占
め
る
少
年
の
割
合
は
七
割
を
超
え
る
な
ど
少
年
非
行
も
深
刻
化
し
て

い
ま
す
。 

治
安
の
維
持
は
、
国
民
に
と
っ
て
最
大
の
社
会
福
祉
で
す
。
犯
罪
が
凶
悪
化
、
多
様
化
、
国
際
化
す
る
今
日
の
危
機
的
状
況
を
最
早
、
放
置
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

よ
っ
て
、
江
戸
川
区
議
会
は
、
政
府
及
び
東
京
都
に
対
し
、
治
安
の
回
復
を
目
指
し
、
関
係
機
関
が
一
体
と
な
っ
て
左
記
の
事
項
を
速
や
か
に
実

施
さ
れ
る
よ
う
強
く
要
望
し
ま
す
。 

記 

一 

来
日
外
国
人
及
び
暴
力
団
等
に
よ
る
組
織
犯
罪
対
策
へ
の
取
り
組
み
を
さ
ら
に
強
化
す
る
こ
と
。
銃
器
を
使
用
し
た
凶
悪
犯
罪
や
薬
物
組
織
犯

罪
へ
の
対
策
も
強
化
す
る
こ
と
。 

二 

警
察
官
を
増
員
し
、
人
口
と
比
較
し
て
警
察
官
の
少
な
い
地
域
及
び
犯
罪
多
発
地
域
へ
重
点
配
分
す
る
と
と
も
に
、
警
察
官
Ｏ
Ｂ
等
の
活
用
や

交
通
警
察
業
務
の
一
部
民
間
委
託
に
よ
り
交
番
、
駐
在
所
の
整
備
充
実
を
期
す
こ
と
。 

三 

警
備
会
社
等
を
活
用
し
、
地
域
パ
ト
ロ
ー
ル
等
を
強
化
す
る
こ
と
。
防
犯
効
果
の
高
い
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
に
つ
い
て
、
国
民
へ
の
意
識

啓
発
を
進
め
る
こ
と
。 

四 

留
置
場
、
拘
置
所
な
ど
治
安
関
係
施
設
の
整
備
拡
充
を
図
る
こ
と
。 

五 

犯
罪
防
止
の
立
場
か
ら
毅
然
た
る
入
国
管
理
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
。 

六 

青
少
年
の
健
全
育
成
の
た
め
の
推
進
と
あ
わ
せ
、
軽
微
な
少
年
犯
罪
の
放
置
が
犯
罪
の
増
発
、
凶
悪
化
に
発
展
す
る
傾
向
を
重
視
し
、
少
年
非

行
防
止
対
策
、
薬
物
乱
用
防
止
対
策
、
暴
走
族
対
策
等
を
強
化
す
る
こ
と
。 

 

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
意
見
書
を
提
出
し
ま
す
。 

 
 

平
成
十
五
年
十
月
二
十
二
日 

江
戸
川
区
議
会
議
長 

 

八 
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一 
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内
閣
総
理
大
臣
・
法
務
大
臣
・
国
家
公
安
委
員
会
委
員
長 

東
京
都
知
事
・
東
京
都
公
安
委
員
会
委
員
長 

あ
て 

 


